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(57)【要約】
　基本的に閉ざされた空間と周囲大気との間で圧力を等
しくするための圧力逃がし弁（１）が開示される。圧力
逃がし弁は、弁箱（１０）を含み、弁箱（１０）は、・
流路（５０）を定める円筒形の壁と、・弁箱の吹出し部
（５１）内に配置された弁座（２５）と協働するように
配置された弁体（２０）と、・弁体を軸方向に案内する
ように構成された弁棒（３０）と、・流路内で弁座に対
してさらに下方に配置された持上げ要素（４０）又はプ
レートと、・本質的に切頭円錐形状の内部を定め、持上
げ要素を取り囲むように配置された流れ絞り部と、を有
し、持上げ要素及び弁体が圧力逃がし弁の閉状態から圧
力逃がし弁の開状態に向かって動くと、持上げ要素と流
れ絞り部との間の半径方向通路（６１）が拡がるように
なっている。
【選択図】図１



(2) JP 2015-500447 A 2015.1.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基本的に閉ざされた空間（１００）と周囲大気との間で圧力を等しくするための圧力逃
がし弁（１）であって、弁箱（１０）を含み、前記弁箱（１０）は、
　－壁及び流路（５０）を定める円筒形パイプ部分（５０）と、
　－上向きの流出部（５１）と、
　－前記流出部（５１）内に配置された弁座（２５）と、
　－前記弁座（２５）と協働するように配置された弁体（２０）であって、前記流出部（
５１）を通って前記弁体（２０）の周囲を流れる気体を集めて上向きの噴流を形成するの
に適した滴型外面を有し、前記流出部（５１）内に配置された前記弁座（２５）に当接し
て前記圧力逃がし弁（１）の閉状態を定めるように構成された下向きのバルブ面（２１）
をさらに含む弁体（２０）と、
　－前記弁体（２０）を軸方向に案内するように構成された弁棒（３０）と、
　－前記流路（５０）内で前記弁座（２５）に対してさらに下方に配置された持上げ要素
（４０）と、
を含み、前記持上げ要素（４０）は、前記弁棒（３０）を介して前記弁体（２０）に接続
されており、前記持上げ要素（４０）と前記弁体（２０）とを１つのユニットとして、前
記圧力逃がし弁（１）の閉状態と前記圧力逃がし弁（１）が開いた状態との間で軸方向に
動かすことができるようになっており、前記圧力逃がし弁は、前記基本的に閉ざされた空
間（１００）が前記持上げ要素（４０）の上方の領域と常に連通するように構成された、
圧力逃がし弁（１）において、
　前記円筒形パイプ部分（５０）は、本質的に切頭円錐形状の内部を定める流れ絞り部（
６０）をさらに含み、前記流れ絞り部（６０）は、前記圧力逃がし弁（１）が閉じている
ときに前記持上げ要素（４０）を取り囲むように構成及び配置されて、前記持上げ要素（
４０）及び前記弁体（２０）が前記圧力逃がし弁（１）の閉状態から前記圧力逃がし弁（
１）の開状態に向かって動くと、前記持上げ要素（４０）と前記流れ絞り部（６０）との
間の半径方向通路（６１）が拡がるようになっていることを特徴とする、圧力逃がし弁（
１）。
【請求項２】
　前記流れ絞り部（６０）は、前記弁箱の前記壁を定める前記円筒形パイプ部分（５０）
に、前記円筒形パイプ部分（５０）の内径に対応する外径を有するリングとして設けられ
ることを特徴とする、請求項１に記載の圧力逃がし弁。
【請求項３】
　前記流れ絞り部（６０）は、機械的締結手段又は溶接によって、前記円筒形パイプ部分
（５０）に接続されることを特徴とする、請求項２に記載の圧力逃がし弁。
【請求項４】
　前記圧力逃がし弁の閉状態において、前記持上げ要素（４０）と前記流れ絞り部（６０
）との間の前記半径方向通路（６１）は、最小で前記流れ絞り部（６０）の内径の１２％
であることを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項５】
　前記圧力逃がし弁の閉状態において、前記持上げ要素（４０）と前記流れ絞り部（６０
）との間の前記半径方向通路（６１）は、前記流れ絞り部（６０）の内径の１５－２５％
の範囲内にあることを特徴とする、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の圧力逃が
し弁。
【請求項６】
　前記圧力逃がし弁の閉状態において、前記持上げ要素（４０）と前記流れ絞り部（６０
）との間の前記半径方向通路（６１）は、前記流れ絞り部（６０）の内径の２１－２３％
の範囲内にあることを特徴とする、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の圧力逃が
し弁。
【請求項７】
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　前記流れ絞り部（６０）の前記切頭円錐形状の内側部分の高さ（６５）は、前記流路（
５０）の直径の１０－２０％の範囲内にあることを特徴とする、請求項１～請求項６のい
ずれか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項８】
　前記流れ絞り部（６０）の前記切頭円錐形状の内側部分は、前記弁箱の向きに対して１
０°－４０°の範囲内の角度（６６）を定めることを特徴とする、請求項１～請求項７の
いずれか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項９】
　前記持上げ要素（４０）は、円板形状であることを特徴とする、請求項１～請求項８の
いずれか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項１０】
　前記持上げ要素（４０）は、円板形状であり、前記弁座（２５）の内径を超える外径を
有する、請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項１１】
　前記持上げ要素（４０）の質量は、前記圧力逃がし弁の閉状態における前記弁体（２０
）の前記弁座（２５）に対する当接力Ｆｃを定めることに寄与することを特徴とする、請
求項１～請求項１０のいずれか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項１２】
　前記持上げ要素（４０）は、前記圧力逃がし弁が開いたときに前記弁体（２０）と前記
弁座（２５）との間に定められる隙間の面積を超える、前記流路（５０）に対して横断方
向の表面積Ａ２を有することを特徴とする、請求項１～請求項１１のいずれか１項に記載
の圧力逃がし弁。
【請求項１３】
　前記圧力逃がし弁（１）は、磁石（８）及び磁化可能体（９）をさらに含み、前記磁石
（８）及び前記磁化可能体（９）は、前記磁石（８）と前記磁化可能体（９）との間の引
力Ｆｍが、前記圧力逃がし弁の閉状態における前記弁体（２０）の前記弁座（２５）に対
する当接力Ｆｃを定めることに寄与するように構成及び配置されることを特徴とする、請
求項１～請求項１２のいずれか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項１４】
　前記磁石（８）は、前記持上げ要素（４０）の上方で前記弁箱の内部に固定して取り付
けられており、前記磁石（８）と前記磁化可能体（９）との間の距離は可変であることを
特徴とする、請求項１３に記載の圧力逃がし弁。
【請求項１５】
　前記磁化可能体（９）は、前記持上げ要素（４０）の上方で前記弁箱の内部に固定して
取り付けられており、前記磁石（８）と前記磁化可能体（９）との間の距離は可変である
ことを特徴とする、請求項１３に記載の圧力逃がし弁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、閉ざされたコンテナ又はタンクと周囲大気との間で圧力差を等しくするため
の圧力逃がし弁（圧力リリーフバルブ）に関する。特に、本発明は、海上輸送等における
タンクなどの貨物倉との関連で使用するための圧力逃がし弁に関する。
　しかしながら、本発明はまた、据置型タンク又は車輪等により支持されるタンクに関し
ての使用にも役立つものであり得る。
【０００２】
　第１の態様によれば、本発明は、本質的に閉ざされた空間と周囲大気との間で圧力を等
しくするための圧力逃がし弁に関する。圧力逃がし弁は、弁箱を含み、弁箱は、
　－壁と、弁を通る流路とを定める円筒形パイプ部分と、
　－上向きの流出部と、
　－流出部内に配置された弁座と、
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　－弁座と協働するように配置された弁体と、
を含む。弁体は、流出部を通って弁体の周囲を流れる気体を集めて上向きの噴流を形成す
るのに適した滴型外面を有する。弁体は、流出部内に配置された弁座に当接して圧力逃が
し弁の閉状態を定めるように構成された下向きのバルブ面をさらに含む。
弁箱は、
　－弁体を軸方向に案内するように構成された弁棒と、
　－流路内で弁座に対してさらに下方に、かつ、円筒形パイプ部分の中に配置された持上
げ要素又は円板と、
をさらに含む。
　持上げ要素は、弁棒を介して弁体に接続されており、持上げ要素と弁体とを１つのユニ
ットとして、圧力逃がし弁の閉状態と圧力逃がし弁が開いた状態との間で軸方向に動かす
ことができるようになっている。圧力逃がし弁は、本質的に閉ざされた空間、即ちタンク
が持上げ要素の上方の領域と常に連通するように構成される。
【背景技術】
【０００３】
　本発明のような種類の圧力逃がし弁により換気されるタンク又は他の閉ざされた空間に
単位時間当り所与の体積の液体が積み込まれると、タンク内のガス圧が所定の開口圧力に
達したときに圧力逃がし弁が開き、圧力逃がし弁が開くと、単位時間当りに積み込まれた
製品の体積にタンク内の液面からの蒸発があればそれを加えたものに対応する単位時間当
りの体積の気体が吹き出すので、ここから「圧力逃がし弁」の名称が来ている。
【０００４】
　単位時間当りの吹出し体積は、主として弁の流体抵抗と、タンク内で優勢な圧力とに依
存する。単位時間当りの最大吹出し体積から所与の安全閾値Ｐｍａｘを超えるタンク内の
圧力無しで生じ得る蒸発を差し引いたものが、圧力弁の指定容量である。
【０００５】
　圧力逃がし弁の容量は、単位時間当りの最大許容積み込み体積を決定する。積み込みが
中断してタンク内の圧力が特定の値又はそれ以下、即ち圧力逃がし弁の閉鎖圧力又はそれ
以下まで降下すると、圧力逃がし弁が閉じる。
　圧力逃がし弁の閉鎖圧力は、典型的には、圧力逃がし弁の開放圧力より低い。
【０００６】
　ほとんどの従来型圧力逃がし弁は、バルブの閉鎖圧力がバルブの開放圧力よりもかなり
低くなるように構成されている。これにより、ほとんどの従来型圧力逃がし弁は、石油製
品又は化学品などのような製品からのボイルオフ又は蒸発の換気を、弁が貨物空間の積み
込みの際に換気を行う方法と基本的に同じ方法で行う。このことは、ほとんどの従来型圧
力逃がし弁は換気される貨物空間内を比較的一定の過剰圧力に維持することができないの
で、望ましくないと考えられる。実際のところ、ほとんどの従来型圧力逃がし弁は、換気
される空間を大きな圧力変動にさらす。大きな圧力変動は、多くの場合有害なガスを、無
駄に不必要に漏出させることになる。
【０００７】
　圧力逃がし弁の別の用途は、安全上の理由から、輸送される製品の上方のコンテナのア
レージに窒素などの不活性気体を供給することが必要とされる場合に適用される。例えば
、この製品は、不燃性液体、又は貯蔵後に不燃性気体を放出するオレンジ及びレモンとい
った原料とすることができる。不活性気体は、大気圧を上回るが圧力弁の開放圧力を下回
るように設定することができる所定圧力に自動的に保持される。この場合、周囲の温度の
いかなる上昇又は降下も、コンテナ内の不活性気体の圧力の対応する変化を生じさせるこ
とになり、それにより、圧力弁が開放されなければならなくなる。
【０００８】
　従来型圧力逃がし弁では、圧力弁の設計に起因する弁の開放圧力と弁の閉鎖圧力との間
の差が、この圧力弁を特定の材料の輸送での使用に最適なものとするには大きすぎること
が分かっている。このことは、大容量の圧力逃がし弁において特に問題であることが分か
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っている。
【０００９】
　特許文献１は、閉鎖空間と周囲大気との間で圧力を等しくするための圧力逃がし弁を開
示する。この弁は、上向きの吹出し口を有する弁箱を含む。吹出し口の中に滴型の弁体が
配置されている。弁体は、弁座より広い面積を有する持上げ円板に接続されており、持上
げ円板は、持上げ円板と弁箱の壁とが定める自由通路スロットで囲まれている。特許文献
１によれば、バルブが開くと自由通路スロットの自由面積が増大するので、有利な開放及
び閉鎖特性を得ることができる。スロットの自由通路の増大は、圧力逃がし弁の流路を定
める成形された壁の複雑な幾何学的形状により得られる。
【００１０】
　特許文献２は、圧力逃がし弁を開示する。この弁は、弁体と、流路に対して横断方向の
表面積Ａ２が弁座における流路の断面積Ａ１を超える持上げプレートとを含む。圧力逃が
し弁は、換気されるコンテナが持上げプレートの上方の領域と常に連通するように構成さ
れる。特許文献２によれば、磁石及び磁化可能体が、圧力弁の閉状態における弁体の弁座
に対する当接力Ｆｃを定めることに寄与する。これにより、開放圧力が高められた圧力逃
がし弁を得ることができる。
【００１１】
　特許文献３は、弁箱と、弁箱の上向きの吹出し口において円錐形弁座と協働するように
構成された円錐形バルブ面を有する滴型弁体とを含む圧力逃がし弁を開示する。滴型弁体
は、ハウジング内の持上げ円板に接続される。ハウジングの内部構成は、持上げ円板の周
囲に環状通路をもたらし、この環状通路は、持上げ円板及び滴型弁体が最も高い完全開放
位置にあるときの方が、最も下の閉鎖位置にあるときと比べて面積が小さい。
　上記の特許文献は、その全体が本明細書に組み入れられる。
【００１２】
　本発明は、大容量圧力逃がし弁についても開放圧力と閉鎖圧力との間の差を最小限に維
持することができる、製造が容易な上記の種類の圧力逃がし弁を提供しようとするもので
ある。特に、本発明の目的は、換気される空間内の圧力低下の結果として弁が突然の閉じ
ることを回避するように構成された、製造が容易な圧力逃がし弁を示すことである。
　これは、本発明による、添付の特許請求の範囲で説明される圧力逃がし弁によって得ら
れる。
　従属請求項において特徴付けられる実施形態により、圧力逃がし弁が閉じる過程中の圧
力弁の特性曲線の特に好都合な構成が得られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第５０６０６８８号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／０１７７８８３号明細書
【特許文献３】米国特許第５８７３３８４号明細書
【発明の概要】
【００１４】
　本発明の目的は、弁の開放圧力に近い圧力において円滑に閉じるように構成された、比
較的安価で製造が容易な圧力逃がし弁を示すことである。
　特に、本発明の目的は、好ましくは一般的に入手可能な標準的な部品で構成され、弁が
圧力逃がし弁の開放圧力に近い圧力において円滑に閉じるように構成された、高容量の圧
力逃がし弁を示すことである。
【００１５】
　本発明によれば、上記の目的は、本明細書の導入部に従う圧力逃がし弁において、円筒
形パイプ部分が、本質的に切頭円錐形状の内部を定める流れ絞り部をさらに含むものを提
供することにより達成される。
　流れ絞り部は、圧力逃がし弁が閉じているときに持上げ要素を取り囲むように構成及び
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配置されて、持上げ要素及び弁体が圧力逃がし弁の閉状態から圧力逃がし弁の開状態に向
かって動くと、持上げ要素と流れ絞り部との間の半径方向通路、即ちクリアランスが拡が
るようになっている。
【００１６】
　本発明の一態様に従って流れ絞り部を円筒形パイプ部分に設けることで、弁箱を安価で
広く入手可能な標準的部品から構築することができるので、製造コストが大幅に削減され
る。持上げ要素又はその周囲を通過する空気流を制御するように構成された複雑な幾何学
的形状を含む従来型の圧力逃がし弁は、成形及びその後の機械加工などの費用がかさむ複
雑な製造プロセスで製造される。
【００１７】
　流れ絞り部と持上げ要素とが定める環状形開口部の半径方向幅を変えることの効果は、
持上げ要素が下方に動いた結果としての持上げ要素の弁側の減圧により、圧力逃がし弁が
低流速であっても開放された状態を保ち、それにより弁の正確な作動が得られることであ
る。
【００１８】
　１つの実施形態によれば、流れ絞り部は、弁箱の壁を定める円筒形パイプ部分に、円筒
形パイプ部分の内径に対応する外径を有する機械加工された又は機械加工されていないリ
ングとして設けることができる。
　１つの実施形態によれば、流れ絞り部は、圧入により、ねじ若しくはリベットなどの機
械的締結手段により、又は溶接により、円筒形パイプ部分に接続することができる。
【００１９】
　１つの実施形態によれば、圧力逃がし弁の閉状態において、持上げ要素と、流れ絞り部
即ちベンチュリとの間の半径方向通路は、最小で流れ絞り部の内径の１２％とすることが
できる。
　１つの実施形態によれば、圧力逃がし弁の閉状態において、持上げ要素と流れ絞り部と
の間の半径方向通路は、流れ絞り部の内径の１５－２５％又は１２－２４％又は１８－２
２％の範囲内とすることができる。
　１つの実施形態によれば、圧力逃がし弁の閉状態において、持上げ要素と流れ絞り部と
の間の半径方向通路は、流れ絞り部の内径の２１－２３％の範囲内とすることができる。
【００２０】
　１つの実施形態によれば、流れ絞り部の切頭円錐形状の内側部分の高さは、流路の直径
の１０－２０％の範囲内とすることができ、この高さは、圧力逃がし弁のストロークの長
さと本質的に等しいものとすることができる。
【００２１】
　１つの実施形態によれば、流れ絞り部の切頭円錐形状の内側部分は、弁箱の向きに対し
５°－８５°の範囲内、あるいは１０°－４０°又は１０°－３０°又は１０°－２０°
の範囲内の角度を定めることができる。
　１つの実施形態によれば、流れ絞り部の切頭円錐形状の内側部分は、圧力逃がし弁が、
圧力逃がし弁を通る流れが減少した結果として即座に閉じることを防ぐように選択された
角度を定めることができる。
【００２２】
　１つの実施形態によれば、持上げ要素は円板形状とすることができる。
　１つの実施形態によれば、持上げ要素は円板形状とすることができ、かつ、弁座の内径
を超える外径を有するものとすることも、有さないものとすることもできる。
【００２３】
　１つの実施形態によれば、持上げ要素の質量は、圧力逃がし弁の閉状態における弁体の
弁座に対する当接力Ｆｃを定めることに寄与することができる。
【００２４】
　１つの実施形態によれば、持上げ要素は、圧力逃がし弁が開いたときに弁体と弁座との
間に定められる隙間の面積を超える、流路に対して横断方向の表面積Ａ２を有することが
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できる。
【００２５】
　１つの実施形態によれば、圧力逃がし弁は、磁石と磁化可能体との間の引力Ｆｍが、圧
力逃がし弁の閉状態における弁体の弁座に対する当接力Ｆｃを定めることに寄与するよう
に構成及び配置された磁石及び磁化可能体をさらに含むことができる。
　１つの実施形態によれば、磁石は、持上げ要素の上方で弁箱の内部に固定して取り付け
ることができる。さらに、磁石と磁化可能体との間の距離は、例えば調整ねじによって、
変更することができる。
　１つの実施形態によれば、磁化可能体は、持上げ要素の上方で弁箱の内部に固定して取
り付けることができる。さらに、磁石と磁化可能体との間の距離は、例えば調整ねじによ
って、変更することができる。
【００２６】
　１つの実施形態によれば、弁体は、本質的に滴型形状とすることができる。
【００２７】
　本発明の別の態様により、基本的に閉ざされた空間と周囲大気との間で圧力を等しくす
るための圧力逃がし弁が開示される。圧力逃がし弁は、弁箱を含み、弁箱は、
　－上向きの流出部（５１）を有する流路を定める壁を有する。壁は、流出部の反対側で
、換気されるタンクなどの空間に接続可能であり、弁箱は、
　－流出部内に配置された弁座と、
　－弁座と協働するように配置された弁体と、をさらに含む。弁体は、流出部の通路を通
って弁体の周囲を流れる気体流を集めて上向きの噴流を形成するのに適した外面を有する
ことができる。弁体は、弁箱の流出口の中の弁座に当接して圧力逃がし弁の閉状態を定め
るように構成された下向きのバルブ面をさらに含むことができ、弁箱は、
　－弁体を軸方向に案内するように構成された弁棒と、
　－流路内で弁座に対してさらに下方に配置された持上げ要素と、
をさらに含む。
　持上げ要素は、弁棒を介して弁体に接続されており、持上げ要素と弁体とを１つのユニ
ットとして、圧力逃がし弁の閉状態と圧力逃がし弁が開いた状態との間で軸方向に動かす
ことができるようになっている。
【００２８】
　この、他の態様による圧力逃がし弁は、本質的に閉ざされた空間、即ちタンクが、持上
げ要素の上方の領域と常に連通するようにさらに構成される。弁箱は、本質的に切頭円錐
形状の内部を定める流れ絞り部、即ちベンチュリをさらに含む。流れ絞り部は、弁が閉じ
ているときに持上げ要素を取り囲むように配置されて、流れ絞り部の内径の１０－２５％
又は１５－２５％の範囲内の半径方向通路、即ちクリアランスが持上げ要素と流れ絞り部
との間に設けられるようになっている。クリアランスは、持上げ要素及び弁体が圧力逃が
し弁の閉状態から圧力逃がし弁の開状態に向かって動くと、拡がる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一態様による、閉状態の弁の断面図を示す。
【図２】本発明の一態様による、開状態の弁の断面図を示す。
【図３】本発明によるバルブの特性曲線を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明を、以下、図面に示される任意の実施形態を参照して、さらに詳細に説明する。
【００３１】
　図１は、底部にフランジ１１を有する垂直方向の又は直立した細長い弁箱を参照符号１
０により示し、このフランジ１１により、弁箱（バルブハウジング）１０は、船舶上に保
持されたタンク又は貨物倉などの、気体で満たされたコンテナの上の圧力逃がしスタブに
、又は換気される空間に接続された圧力逃がし管の上端に、ボルト留め又はそれ以外の方
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法で固定することができる。
【００３２】
　圧力逃がし弁１は、流出口５１を有する貫通した流路５０を定める管状の壁１０を有し
、これにより、下にある空間１００内の気体が特定の圧力条件下で自由大気中に逃れるこ
とができる。
【００３３】
　見て分かるように、壁の中央部分１０’は、本発明の一態様によれば、換気される空間
１００と接続するためのフランジ１１が設けられた円筒形パイプ部分、並びに、弁座２５
と、弁棒３０を案内するための手段及びそれに付随する部品とを含む又は収容する上部分
として具体化することができる。
【００３４】
　弁又は弁箱１０の上部における流路５１は、好ましくは円形断面を有するものとするこ
とができるが、例えば矩形断面を含めて他の断面構成を選択することもできる。
【００３５】
　真空逃し弁を接続することができる随意的な横方向開口部５２を管状壁１０に設けるこ
とができる。
【００３６】
　流出口５１の中に環状弁座２５が取り付けられる。弁座２５は、弁体２０の下面２１に
あるバルブ面と協働するように構成される。弁体２０は、圧力逃がし弁の完全開放状態（
図２）と図１に従う圧力弁の閉状態との間で移動することができるように可動に案内され
る。適切な止め要素が、弁体２０の動きを制限し又は範囲を定める役目を果たすことがで
きる。
【００３７】
　図１において、圧力逃がし弁は、バルブ面が弁座２５に密接に当接している閉状態で示
されている。弁座２５及びバルブ面は、円錐形状を有することができることが好ましく、
弁体２５は、コンテナから上向きに弁体２５の周囲を流れる気体の流れが組み合わされて
、弁箱１０の上方で上向きのひとかたまりの気体噴流となることができるように構成され
た表面部分を有することができる好ましい。
【００３８】
　弁体２０が弁座２５に当接することによって設けられる閉鎖に加えて、その他の図示さ
れていない密閉手段を代替又は補助として設けることができる。一例は、弁体２０及び／
又は弁箱１０及び／又は弁座２５の上に配置されるＯリングを設けることである。他の密
閉手段を選択して、弁体２０が弁座２５に当接することに連動して閉鎖が確立されること
ができる又はできないようにすることができる。
【００３９】
　弁体２０に対して、弁棒３０、即ち棒状の接続要素３０が剛に又は剛ではなく取り付け
られる。棒状の接続要素３０は、弁箱１の一部を貫通して下方に延びる。
　接続要素３０は、ガイド内で運ばれ、軸線５７に沿った流路５０に沿って移動する。接
続要素３０には、持上げ要素、即ち円板４０が取り付けられる。
【００４０】
　接続要素、即ち弁棒３０の上向き及び下向きの運動を制動するために、ブレーキ手段７
を配置することができる。図１及び図２において大まかに示されているように、ブレーキ
手段は、接続要素３０の僅かに円錐形の部分と相互作用する、適切な数、例えば３個のば
ね荷重式ボール又は半球が設けられた、環状ラックを含むことができる。
【００４１】
　流れ絞り部６０、即ちベンチュリが、弁箱１０の内面上に配置される。流れ絞り部６０
は、持上げ要素４０と本質的に同じ水平面内に、かつまた、持上げ要素４０を囲むように
配置される。流れ絞り部６０と持上げ要素４０とが一緒に環状の隙間６１を定め、この隙
間６１は、本発明によれば持上げ要素４０が呈する高さの関数として幅が変化する。図１
及び図２における距離６１を比較すれば、このことは明らかである。
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【００４２】
　流れ絞り部６０、即ちベンチュリは、弁箱１０と一体の部分を形成する場合もあり、形
成しない場合もある。均等な代案として、流れ絞り部６０、即ちベンチュリは、圧力逃が
し弁の組み立て中に流路の内側に、例えばボルト、溶接又は圧入によって固定されること
になる部品として設けることができる。さらに、流れ絞り部６０、即ちベンチュリは、現
行の圧力逃がし弁に後付けすることができる。
【００４３】
　圧力逃がし弁の任意の所望の特性に従い、持上げ要素４０は、途切れのない又は閉じた
面で構成することができ、これにより、流路５０内の気体は、持上げ要素４０の周囲のみ
を流れて、隙間６１を通って持上げ要素４０の上方の領域に入ることができるようになっ
ている。
【００４４】
　図１及び図２に示されるように、圧力逃がし弁は、接続要素３０の、従って弁体２０の
制御された動きを生じさせるためのアクチュエータ・ユニット２を含むこともできる。ア
クチュエータ・ユニット２は、弁箱１０の外部からハンドルによって操作することができ
る。
【００４５】
　接続要素３０と関連して、圧力逃がし弁は、図示したように流路５０内に持上げ要素４
０の上方に取り付けることができる磁石８と、圧力逃がし弁が閉じた又は本質的に閉じた
状態において磁石８と協働することが可能となるように構成された磁化可能体９とを含む
こともできる。磁石８及び磁化可能体９は、随意に持上げ要素４０の下方の領域に配置す
ることもでき、それは、磁石８に定期的にアクセスすることが必要とされる場合に好まし
いことであり得る。磁石８は、永久磁石又は例えば電磁石とすることができ、磁化可能体
９と磁石８とを互いに置き換えることができる。
【００４６】
　図１に示されるような圧力逃がし弁の閉鎖位置において、弁体２０は下向きの当接力Ｆ
ｃにより弁座２５に影響を及ぼし、このＦｃは、弁体２０の質量、接続要素３０の質量、
なんらかの重量負荷の質量、及び、磁石８又は磁化可能体９どちらが接続要素３０に取り
付けられているかに応じてこれら部品のどちらかの質量からの寄与、並びに、磁石８と磁
化可能体９との間の引力Ｆｍからの寄与を含む。
【００４７】
　当接力Ｆｃは、上記の通り、圧力逃がし弁を閉じた状態で保持する力、即ち、圧力逃が
し弁の閉鎖力として理解されるべきものである。当接力Ｆｃは、例えば、磁石８と磁化可
能体９との互いの相対的な位置、即ち、圧力逃がし弁の閉鎖位置においてこれら要素間に
随意に存在する所与のサイズの隙間、を変更することによって変えることができる。
【００４８】
　換気される空間内で圧力が大気圧を超えて上昇すると、その圧力は、隙間６１があるの
で持上げ要素４０と弁体２０との間の空間をも支配する。それゆえ、この空間内の圧力は
換気される空間内の圧力に等しくなり、この圧力は、持上げ要素４０の上面及び下面に同
じ力で影響を及ぼす。
【００４９】
　この大気圧を超える圧力が、圧力逃がし弁の閉鎖力Ｆｃを超える上向きの力を弁体２０
にかけない限り、圧力逃がし弁は閉状態に留まることになる。弁体２０にかかる上向きの
力は、コンテナ内の大気圧を超える圧力に、流路５０の口５１の面積Ａｉを乗じたものと
して求めることができる。
【００５０】
　大気圧を超える圧力が圧力逃がし弁の閉鎖力Ｆｃを超えると、圧力逃がし弁が開く。気
体が流出することで、持上げ要素４０の、流出口に面した面にかかる圧力の降下が生じる
。次いで、圧力逃がし弁の完全開放位置に向かう弁体２０の上向きの動きは、流れる気体
が持上げ要素４０の下面に及ぼす力によって、ある特定の範囲まで制御される。この影響
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は、換気される空間の大気圧を超える圧力に、持上げ要素４０の面積Ａ２を乗じたものと
して求めることができる。この面積は流出口５１の面積Ａｉより大きいので、持上げ要素
４０にかかる気体の持上げ力は増大し、圧力逃がし弁の完全開放状態に向かう方向の持上
げ要素４０の、従って弁体２０の移動速度が増大する。
【００５１】
　図２において、圧力逃がし弁は、流れる気体によって弁体２０が開放位置に保持された
開状態で示されている。弁体２０にかかる下向きの力は、弁体２０の質量、接続要素３０
の質量、なんらかの重量負荷の質量、及び、磁石８又は磁化可能体９のどちらが接続要素
３０に取り付けられているかに応じてこれら２つの部品のどちらかの質量からの寄与を含
む。磁石８と磁化可能体９との間の引力Ｆｍは、弁体２０が図１に示した位置から僅かに
移動した途端に、顕著に寄与しなくなる。
【００５２】
　持上げ要素３０を通り過ぎて流れる気体は、持上げ要素３０の、圧力逃がし弁の流出部
に面した面にかかる負圧を生じさせる。これにより、持上げ要素３０及び弁棒などに持上
げ力がかかる。
【００５３】
　図２によって示される開放位置において、圧力逃がし弁は、換気される空間内の圧力の
関数として単位時間当り所与の体積の気体の流出を可能にする。この量は、圧力逃がし弁
の寸法に依存し、換気される空間のサイズ及び特性に従って選択され、それにより、大気
圧を超える圧力が空間又はコンテナにとっての臨界値を超える前に、空間内に収容された
気体を流出させることが保証される。弁体２０は、圧力逃がし弁を開放位置で保持するこ
とに小さい範囲で寄与する、下向きに開いた中空のキャビティを有するように構成するこ
とができることに留意されたい。さらに、１つの実施形態によれば、圧力逃がし弁には、
さらにいくつかの、上に隣接した、おそらくは表面積Ａ２を徐々に小さくした、持上げ要
素を設けることができる。
【００５４】
　図３は、本発明による圧力逃がし弁の特性曲線を示す。この曲線は、弁の開放及び閉鎖
の過程を示す。
　図３による曲線は、ＩＳＯ１５３６４：２００７（Ｅ）に基づいて描かれている。
　図３から、開放圧力と閉鎖圧力との間の差が、従来型圧力逃がし弁と比べて大幅に小さ
くなっていることが明らかである。
　換言すれば、本発明により、圧力逃がし弁は、換気される空間１００、即ちコンテナ内
の圧力が比較的小さい値だけ降下したときに、制御可能に閉じることが保証される。
【００５５】
　本発明により提示される特徴及び解決策の用途及び組み合わせは、提示された実施形態
に限定されない。１つの実施形態の１つ又はそれ以上の特徴を、他の実施形態の１つ又は
それ以上の特徴と組み合わせることが可能であり、かつ組み合わせる場合があり、それに
より、本発明の記載はされていないが有効な実施形態を得ることができる。
【００５６】
　「含む／含んでいる／から構成される」という用語は、特許請求の範囲を含む本明細書
において使用される場合、言及した特徴、整数、ステップ又は構成要素の存在を特定する
が、１つ又はそれ以上のその他の特徴、整数、ステップ、構成要素又はそれらの群の存在
又は追加を排除しないものとして解釈される。
【符号の説明】
【００５７】
１：圧力逃がし弁
２：アクチュエータ・ユニット
７：ブレーキ手段
８：磁石
９：磁化可能体
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１０：弁箱
１０’：壁の中央部分
１１：フランジ
２０：弁体
２１：バルブ面
２５：弁座
３０：接続要素（弁棒）
４０：持上げ要素（円板）
５０：流路
５１：流出口
５２：横方向開口部
５７：軸線
６０：流れ絞り部（ベンチュリ）
６１：隙間
１００：換気される空間（コンテナ）

【図１】 【図２】
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月11日(2014.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基本的に閉ざされた空間（１００）と周囲大気との間で圧力を等しくするための圧力逃
がし弁（１）であって、弁箱（１０）を含み、前記弁箱（１０）は、
　－壁及び流路（５０）を定める円筒形パイプ部分（５０）と、
　－上向きの流出部（５１）と、
　－前記流出部（５１）内に配置された弁座（２５）と、
　－前記弁座（２５）と協働するように配置された弁体（２０）であって、前記流出部（
５１）を通って前記弁体（２０）の周囲を流れる気体を集めて上向きの噴流を形成するの
に適した滴型外面を有し、前記流出部（５１）内に配置された前記弁座（２５）に当接し
て前記圧力逃がし弁（１）の閉状態を定めるように構成された下向きのバルブ面（２１）
をさらに含む弁体（２０）と、
　－前記弁体（２０）を軸方向に案内するように構成された弁棒（３０）と、
　－前記流路（５０）内で前記弁座（２５）に対してさらに下方に配置された持上げ要素
（４０）と、
を含み、前記持上げ要素（４０）は、前記弁棒（３０）を介して前記弁体（２０）に接続
されており、前記持上げ要素（４０）と前記弁体（２０）とを１つのユニットとして、前
記圧力逃がし弁（１）の閉状態と前記圧力逃がし弁（１）が開いた状態との間で軸方向に
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動かすことができるようになっており、前記圧力逃がし弁は、前記基本的に閉ざされた空
間（１００）が前記持上げ要素（４０）の上方の領域と常に連通するように構成された、
圧力逃がし弁（１）において、
　前記円筒形パイプ部分（５０）は、本質的に切頭円錐形状の内部を定める流れ絞り部（
６０）をさらに含み、前記流れ絞り部（６０）は、前記圧力逃がし弁（１）が閉じている
ときに前記持上げ要素（４０）を取り囲むように構成及び配置されて、前記持上げ要素（
４０）及び前記弁体（２０）が前記圧力逃がし弁（１）の閉状態から前記圧力逃がし弁（
１）の開状態に向かって動くと、前記持上げ要素（４０）と前記流れ絞り部（６０）との
間の半径方向通路（６１）が拡がるようになっており、前記流れ絞り部（６０）は、前記
弁箱の前記壁を定める前記円筒形パイプ部分（５０）に、前記円筒形パイプ部分（５０）
の内径に対応する外径を有するリングとして設けられることを特徴とする、圧力逃がし弁
（１）。
【請求項２】
　前記流れ絞り部（６０）は、機械的締結手段又は溶接によって、前記円筒形パイプ部分
（５０）に接続されることを特徴とする、請求項１に記載の圧力逃がし弁。
【請求項３】
　前記圧力逃がし弁の閉状態において、前記持上げ要素（４０）と前記流れ絞り部（６０
）との間の前記半径方向通路（６１）は、最小で前記流れ絞り部（６０）の内径の１２％
であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の圧力逃がし弁。
【請求項４】
　前記圧力逃がし弁の閉状態において、前記持上げ要素（４０）と前記流れ絞り部（６０
）との間の前記半径方向通路（６１）は、前記流れ絞り部（６０）の内径の１５－２５％
の範囲内にあることを特徴とする、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の圧力逃がし弁
。
【請求項５】
　前記圧力逃がし弁の閉状態において、前記持上げ要素（４０）と前記流れ絞り部（６０
）との間の前記半径方向通路（６１）は、前記流れ絞り部（６０）の内径の２１－２３％
の範囲内にあることを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の圧力逃がし弁
。
【請求項６】
　前記流れ絞り部（６０）の前記切頭円錐形状の内側部分の高さ（６５）は、前記流路（
５０）の直径の１０－２０％の範囲内にあることを特徴とする、請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項７】
　前記流れ絞り部（６０）の前記切頭円錐形状の内側部分は、前記弁箱の向きに対して１
０°－４０°の範囲内の角度（６６）を定めることを特徴とする、請求項１乃至６のいず
れか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項８】
　前記持上げ要素（４０）は、円板形状であることを特徴とする、請求項１乃至７のいず
れか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項９】
　前記持上げ要素（４０）は、円板形状であり、前記弁座（２５）の内径を超える外径を
有する、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項１０】
　前記持上げ要素（４０）の質量は、前記圧力逃がし弁の閉状態における前記弁体（２０
）の前記弁座（２５）に対する当接力Ｆｃを定めることに寄与することを特徴とする、請
求項１乃至９のいずれか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項１１】
　前記持上げ要素（４０）は、前記圧力逃がし弁が開いたときに前記弁体（２０）と前記
弁座（２５）との間に定められる隙間の面積を超える、前記流路（５０）に対して横断方
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向の表面積Ａ２を有することを特徴とする、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の圧
力逃がし弁。
【請求項１２】
　前記圧力逃がし弁（１）は、磁石（８）及び磁化可能体（９）をさらに含み、前記磁石
（８）及び前記磁化可能体（９）は、前記磁石（８）と前記磁化可能体（９）との間の引
力Ｆｍが、前記圧力逃がし弁の閉状態における前記弁体（２０）の前記弁座（２５）に対
する当接力Ｆｃを定めることに寄与するように構成及び配置されることを特徴とする、請
求項１乃至１１のいずれか１項に記載の圧力逃がし弁。
【請求項１３】
　前記磁石（８）は、前記持上げ要素（４０）の上方で前記弁箱の内部に固定して取り付
けられており、前記磁石（８）と前記磁化可能体（９）との間の距離は可変であることを
特徴とする、請求項１２に記載の圧力逃がし弁。
【請求項１４】
　前記磁化可能体（９）は、前記持上げ要素（４０）の上方で前記弁箱の内部に固定して
取り付けられており、前記磁石（８）と前記磁化可能体（９）との間の距離は可変である
ことを特徴とする、請求項１２に記載の圧力逃がし弁。
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